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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、2023年10月26日開催の当社取締役会において、当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)の併合

(以下「本株式併合」といいます。)を目的とする、2023年11月30日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」

といいます。)を招集することを決議したことについて、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第４号の４の規定に基づき、2023年10月26日付で臨時報告書を提出しておりますが、本臨時

株主総会において、本株式併合に関する各議案の承認が得られましたので、これに関する事項を訂正するため、金融商

品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。

 

２【訂正事項】

１．本株式併合の目的

３【訂正内容】

訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。

１．株式併合の目的

（訂正前）

（省略）

　上記の取締役会の決議の詳細は、下記「３.１株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処

理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「（３）本取引の公

正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「④　当社における利害関係を有しない取締役全員

の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。その後、上記のとおり、本公開

買付けが成立いたしましたが、公開買付者は、本公開買付けにおいて、当社株式の全て（当社が所有する自己株式及び

ＤＩＣ所有株式を除きます。）を取得することができなかったことから、当社は、公開買付者からの要請を受け、2023

年10月26日付で当社取締役会において、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当

社株式を非公開化するために、本株式併合を本臨時株主総会に付議することを決議いたしました。なお、本株式併合に

より、公開買付者及びＤＩＣ以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は１株に満たない端数となる予定です。

（省略）

 

（訂正後）

（省略）

　上記の取締役会の決議の詳細は、下記「３.１株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処

理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「（３）本取引の公

正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「④　当社における利害関係を有しない取締役全員

の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。その後、上記のとおり、本公開

買付けが成立いたしましたが、公開買付者は、本公開買付けにおいて、当社株式の全て（当社が所有する自己株式及び

ＤＩＣ所有株式を除きます。）を取得することができなかったことから、当社は、公開買付者からの要請を受け、2023

年10月26日付で当社取締役会において、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当

社株式を非公開化するために、本株式併合を本臨時株主総会に付議することを決議し、2023年11月30日開催の本臨時株

主総会において承認が得られました。なお、本株式併合により、公開買付者及びＤＩＣ以外の株主の皆様の所有する当

社株式の数は１株に満たない端数となる予定です。

（省略）

 

以上
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